
　

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
が

収
束
し
な
い
こ
と
か
ら
、
次
の
イ
ベ

ン
ト
を
中
止
し
ま
す
。

▽
「
あ
き
る
野
環
境
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ

ル
２
０
２
１
」　

同
会
場
で
実
施

し
て
い
る
フ
リ
ー
マ
ー
ケ
ッ
ト
な

ど　
●
問
合
せ
…
環
境
政
策
課
環
境
政
策

係
（
☎
５
９
５
・
１
１
１
０
）

▽
あ
き
る
野
夏
ま
つ
り

●
問
合
せ
…
商
工
振
興
課
商
工
振
興

係
（
直
通
５
５
８
・
１
８
６
７
）

　

近
藤
房
代
さ
ん
が
４
月
１
日
付
け

で
、
法
務
大
臣
か
ら
人
権
擁
護
委
員

に
委
嘱
さ
れ
ま
し
た
。
人
権
擁
護
委

員
は
、
人
権
擁
護
委
員
法
に
基
づ

き
、
人
権
相
談
や
人
権
の
考
え
を
広

め
る
活
動
を
し
て
い
る
民
間
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
で
す
。

　

市
で
は
、
６
人
の
人
権
擁
護
委
員

を
人
権
身
の
上
相
談
員
に
委
嘱
し
、

人
権
思
想
の
啓
発
活
動
、
家
庭
の
悩

み
、
い
じ
め
や
差
別
な
ど
日
常
生
活

に
お
け
る
人
権
身
の
上
相
談
を
行
っ

て
い
ま
す
。

▽
問
合
せ　

市
民
課
市
民
相
談
窓
口

係

　

３
月
定
例
会
議
の
本
会
議
の
模
様

を
配
信
中
で
す
。
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

の
「
市
議
会
」
か
ら
「
本
会
議
録
画

中
継
」
を
検
索
し
て
ご
覧
く
だ
さ

い
。
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
や
タ
ブ
レ
ッ

ト
端
末
で
も
ご
覧
い
た
だ
け
ま
す
。

▽
問
合
せ　

議
会
事
務
局

　

大
学
や
専
修
学
校
に
通
う
20
歳
以

上
の
学
生
（
本
人
の
前
年
所
得
が
基

準
額
以
下
の
方
に
限
り
ま
す
）
に

は
、
申
請
で
在
学
中
の
国
民
年
金
保

険
料
の
納
付
が
延
期
さ
れ
る
制
度
が

あ
り
ま
す
。
令
和
２
年
度
の
学
生
納

付
特
例
が
承
認
さ
れ
た
方
で
、
令
和

３
年
４
月
以
降
も
在
学
予
定
の
方
を

対
象
に
、
継
続
手
続
の
案
内
を
送
付

し
て
い
ま
す
。
申
請
が
遅
れ
る
と
、

申
請
日
前
に
生
じ
た
不
慮
の
事
故
や

病
気
で
障
が
い
の
状
態
に
な
っ
た
と

き
、
障
害
基
礎
年
金
を
受
け
取
れ
な

い
場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
、
「
学
生

納
付
特
例
制
度
」
を
利
用
す
る
方

は
、
早
め
に
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

※
学
生
納
付
特
例
期
間
は
10
年
以
内

で
あ
れ
ば
、
保
険
料
を
さ
か
の

ぼ
っ
て
納
付
（
追
納
）
で
き
ま
す

（
追
納
時
期
で
、
当
時
の
保
険
料

に
加
算
額
が
つ
く
場
合
が
あ
り
ま

す
）。

※
卒
業
し
た
方
で
、
保
険
料
の
納
付

が
困
難
な
場
合
は
「
免
除
・
納
付

猶
予
制
度
」
を
ご
利
用
く
だ
さ

い
。

▽
申
請
方
法　

日
本
年
金
機
構
か
ら

「
学
生
納
付
特
例
申
請
の
ご
案
内
」

が
届
い
た
方
で
、
継
続
申
請
す
る

方
は
、
申
請
書
は
が
き
に
必
要
事

項
を
記
入
の
上
、
返
送
し
て
く
だ

さ
い
。

※
４
月
か
ら
学
生
に
な
っ
た
方
、
在

学
す
る
学
校
な
ど
に
変
更
が
あ
る

方
、
申
請
書
は
が
き
が
手
元
に
な

い
方
は
、
窓
口
で
申
請
し
て
く
だ

さ
い
。

▽
持
ち
物　

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド

か
本
人
確
認
が
で
き
る
書
類
（
運

転
免
許
証
な
ど
）、
学
生
証
か
在

学
証
明
書
、
年
金
手
帳

▽
申
請
・
問
合
せ　

保
険
年
金
課
年

金
係
、
青
梅
年
金
事
務
所
（
☎
０

４
２
８
・
30
・
３
４
１
０
）

▽
介
護
保
険
料
の
改
定

65
歳
以
上

の
方
の
第
１
号
被
保
険
者
の
介
護

保
険
料
は
、
高
齢
者
人
口
や
要
介

護
認
定
者
数
、
介
護
サ
ー
ビ
ス
利

用
見
込
み
量
な
ど
の
推
計
に
よ
り

算
定
し
て
い
ま
す
（
表
の
と
お

り
）
。
第
８
期
の
介
護
保
険
料
算

定
に
当
た
っ
て
は
、
保
険
給
付
な

ど
に
必
要
な
財
源
を
確
保
し
な
が

ら
、
低
所
得
者
の
負
担
軽
減
を
図

り
、
第
７
期
に
引
き
続
き
所
得
段

階
を
15
段
階
と
し
て
、
負
担
能
力

に
応
じ
た
段
階
数
と
保
険
料
率
を

設
定
し
ま
し
た
。
65
歳
以
上
の
方

の
令
和
３
年
度
の
介
護
保
険
料
額

や
納
め
方
は
、
７
月
上
旬
に
決
定

し
、
個
別
に
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

▽
介
護
保
険
制
度
の
主
な
改
正
点

●
４
月
か
ら

＊
介
護
報
酬
改
定
に
伴
い
、
介
護
保

険
サ
ー
ビ
ス
に
係
る
利
用
料
金
が

変
わ
り
ま
す
。

●
８
月
か
ら

＊
高
額
介
護
（
予
防
）
サ
ー
ビ
ス
費

…
医
療
保
険
の
高
額
療
養
費
制
度

に
お
け
る
負
担
限
度
額
に
合
わ

せ
、
現
役
並
み
所
得
者
の
世
帯
の

上
限
額
が
細
分
化
さ
れ
ま
す
。
給

付
対
象
と
な
る
方
へ
は
、
個
別
に

お
知
ら
せ
し
ま
す
。

＊
介
護
保
険
施
設
に
お
け
る
食
費
・

居
住
費
の
助
成
（
負
担
限
度
額
認

定
証
）
…
所
得
段
階
の
細
分
化
と

預
貯
金
等
の
基
準
要
件
が
変
わ
り

ま
す
。
令
和
３
年
度
の
更
新
手
続

き
は
、
６
月
上
旬
に
個
別
に
お
知

ら
せ
し
ま
す
。

※
平
成
30
年
度
税
制
改
正
の
影
響
…

介
護
保
険
制
度
で
は
、
介
護
保
険

料
な
ど
の
所
得
段
階
の
判
定
に
お

い
て
、
合
計
所
得
金
額
な
ど
を
調

整
す
る
こ
と
か
ら
、
税
制
改
正
の

影
響
で
負
担
が
増
え
て
し
ま
う
こ

と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

▽
問
合
せ　

高
齢
者
支
援
課
介
護
保

険
係
（
直
通
５
５
８
・
１
９
６

９
）

表

所得段階 対象者
対象者

割合 年額

第１段階

生活保護受給者及び世帯全員が住民税非課税世帯の老齢

福祉年金受給者。世帯全員が住民税非課税で、本人の前

年の合計所得金額と前年の公的年金等収入額の合計が80

万円以下の方

0.254 17,500円

第２段階

世帯全員が住民税非課税で、本人の前年の合計所得金額

と前年の公的年金等収入額の合計が80万円を超えて120

万円以下の方

0.308 21,200円

第３段階
世帯全員が住民税非課税で、本人の前年の合計所得金額

と前年の公的年金等収入額の合計が120万円を超える方
0.623 42,900円

第４段階

世帯の誰かに住民税が課税されているが、本人は住民税

非課税で、本人の前年の合計所得金額と前年の公的年金

等収入額の合計が80万円以下の方

0.808 55,700円

第５段階

（基準額）

世帯の誰かに住民税が課税されているが、本人は住民税

非課税で、本人の前年の合計所得金額と前年の公的年金

等収入額の合計が80万円を超える方

1.000 69,000円

第６段階
本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が120万円未

満の方
1.135 78,300円

第７段階
本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が120万円以

上125万円未満の方
1.212 83,600円

第８段階
本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が125万円以

上190万円未満の方
1.385 95,600円

第９段階
本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が190万円以

上210万円未満の方
1.481 102,200円

第10段階
本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が210万円以

上290万円未満の方
1.673 115,500円

第11段階
本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が290万円以

上320万円未満の方
1.769 122,100円

第12段階
本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が320万円以

上400万円未満の方
1.846 127,400円

第13段階
本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が400万円以

上700万円未満の方
1.942 134,100円

第14段階
本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が700万円以

上1,000万円未満の方
2.077 143,400円

第15段階
本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が1,000万円

以上の方
2.212 152,600円

５月の市民相談（予約制・無料）

○市役所
●相続・遺言など暮らしの手続相談…７日㈮

●税務相談…10日㈪

●法律相談…11日㈫・25日㈫

●交通事故相談…12日㈬

●登記相談…21日㈮

●行政相談…26日㈬

○五日市出張所
●法律相談…13日㈭

●人権身の上相談…28日㈮

○時間　午後１時30分～４時30分

○予約　市民相談は、全て予約制で随時、電話で受け付けて

います（同一種類の相談を相談終了時まで複数回予約するこ

とはできません）。

○その他の相談（随時）　相談先が不明な場合や日常の悩み

ごとなどに、市職員が担当窓口の案内や専門の相談員を紹

介するなど解決に向けたお手伝いをします。

○予約・問合せ　市民課市民相談窓口係
　　　　　　　　（直通５５８－１２１６）

予約制の相談

あきる野市役所　☎（042）558－1111㈹ 令和３年（2021年）４月15日 （2）

イ
ベ
ン
ト
中
止
の
お
知
ら
せ

第
８
期

介
護
保
険
事
業
計
画
期
間

（
令
和
３
年
度
か
ら
令
和

５
年
度
ま
で
）の
保
険
料

と
主
な
制
度
改
正
点

人
権
擁
護
委
員
に近藤

房
代
さ
ん

市
議
会
本
会
議
の
模
様
を

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト（
録
画
）

で
配
信
中

国
民
年
金
保
険
料

「
学
生
納
付
特
例
制
度
」新
年
度
の
受
付
開
始

〜
在
学
中
は
毎
年
度
申
請
が
必
要
で
す
〜


